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○公共債共通
・振替債（我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。）のうち、国債を除く公共債
は、その償還日、償還日の前営業日、利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。
　（特定口座で保有の国債は、償還日および償還日の前営業日を受渡日とする取引はできません。）
・中途換金（中途売却）の代金のご入金は、お申出日を含めて3営業日目となります。
○個人のお客さまへ
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。



○当社は登録金融機関として、主として、公共債・投資信託等の有価証券の販売やその他の取扱、及び店頭デリバティブ取引
等を、店頭・訪問・インターネット等によりお取扱いしております。
○当社が行う登録金融機関業務において、公共債のお取引きを行われる場合は、以下によります。
・公共債のお取引きにあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引きのご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部をお預けい
ただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、応募又は中途換金の別、数量、価格等お取引きに必要な事項を明示してい
ただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引きができない場合があります。また、申込書を
ご提出いただきます。
・ご注文いただいたお取引きが成立した場合には、取引報告書をお客さまにご郵送させていただきます。


